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新型コロナウイルス感染症拡大に伴う PTA の対応について 
 

令和 2 年、4 月 7 日、政府より新型コロナウイルス緊急事態宣言が発令されました。
保護者の皆様におかれましては学校の再開におけるお子様の感染に対して不安をお持
ちの方も多いかと思います。秋田県 PTA 連合会は、お子様の安心、安全、また、保護
者、先生方の安心、安全を守り、子どもたちの豊かな教育環境を皆さんで作り上げるこ
とが大事であると考えております。 

この度の新型コロナウイルスにおいては日本中だけでなく、世界中がその対応に苦慮
をしております。その状況の中で我々の活動の在り方も考えなければなりません。各郡
市 PTA 連合会、教育委員会、関連機関と連絡をとり、最善の方法を見いだして頂きた
いと思っております。 

感染により、自身の身近な人たちの命を危険にさらさないようご配慮と皆さん一人一
人の注意をお願い致します。また、大都市の非常事態宣言が発令されたことにより、我
が県にもやむを得ない事情等で帰省される方も多くなる可能性があります。接触には十
分な配慮をお願いしたいと思います。以前にも、みなさまへのお願いとして下記のお願
いをお届けいたしました。再度、見返していただき、ご自身と大切な方を守る行動をお
願いいたします。 
 
 
＜休業措置に関して＞ 
休業措置の判断及び決定は各教育委員会において行われるものであり、地域によって差
異はあると思われますが、児童生徒の生命の安全及び健康の確保はもちろん、保護者を
はじめ周囲の大人の感染防止を図るためにも必要な措置であることをご理解いただき、
可能な限りのご協力をお願い致します。 
 
＜ＰＴＡの会議・懇親会の中止について＞ 
感染拡大防止のために不要・不急の外出を控えるよう厚生労働省からも呼びかけが行わ
れております。やむを得ない場合を除き、出来る限り控えて頂き、会議等についても必
要な場合に限り、最小限の人数でマスク、消毒等を完備しての開催、または書面や web
会議での表決をお考えいただきますようお願い致します。 
 
＜感染防止対策について＞ 
現在、マスクの品薄状態が続いており、不安に感じているＰＴＡ会員の方も多くおられ
ることと存じます。もちろん、マスクの着用は感染拡大防止に有効であると思いますが、
こまめな手洗い・うがいを行うことも感染防止に効果が高いと言われております。簡単
にできる感染防止対策です。ご家族でも取り組んで頂きますようお願い申し上げます。 
 



＜情報の精査と冷静な行動のお願い＞ 
新型コロナウイルスの感染者数及び地域が拡大するにつれて、各メディアが様々な報
道・発信を行っております。しかし、中にはデマや根拠の薄い情報が含まれていること
もあり、それらから特定種類の商品の買い占め等のパニック行動につながることもあり
ます。しっかりと情報を精査して、子どもたちの手本となるような冷静な行動を心がけ
るようお願い致します。 


